
当院は、患者様への質の高い医療の提供と限られた医療資源の効率的な利用を目的とし、以下の診療報酬を算定

しております。 

 

【外来感染対策向上加算】 

 感染防止対策を実施し、富山市民病院と連携して適切な感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施してお

ります。 

 

【医療ＤＸ推進体制整備加算】 

医療ＤＸ推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用し、診療を行ってお

ります。 

 

【「第９」の１の⑵に規定する在宅療養支援診療所】 

（強化型在宅療養支援診療所（連携型）） 
 

・連携体制を構築する医療機関と協力して緊急時の連絡体制及び２４時間往診できる体制を確保しております。 

・複数の医療機関（当該診療所を含め１０未満）が連携し、上記体制を確保いたします。 

・医師は連携体制を構築する医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤医師を３名以上配置しております。 

・連携する医療機関又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、２４時間訪問看護の提供が可能な体

制を確保しております。 

・連携する医療機関において、緊急時に入院できる病床を確保している。 

・連携する医療機関等間において、月に１回以上の定期的なカンファレンスを実施しております。 

・診療記録管理に必要な体制を整備しております。 

・他の保健医療・福祉サービスとの連携調整を担当するものと連携しております。 

・他の診療所（在宅療養支援診療所以外）及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、サービス担当者会議、 

病院若しくは介護保険施設等で実施される多職種連携会議に出席するよう努めております。 

・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思 

決定支援に関する指針を作成しております。 

・医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行えるよう、体制の整備に努めております。 

 

【在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料】 

 計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療を実施しております。 

 

【外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）】 

 主として、医療に従事する職員の賃金改善を図る体制を整備しております。 

 

【酸素】 

小型ボンベ（3,000ℓ以下）  単価２．３６円／ℓ 


